
○上天草市病院事業契約規程 

             平成２４年３月８日病院事業管理規程第２号 

    上天草市病院事業契約規程 

 （趣旨）  

第１条 この規程は、法令、条例又は規則に定めるもののほか、上天草市病院事

業の契約に関し必要な事項を定めるものとする。 

（準用） 

第２条 上天草市病院事業に係る契約事務の取扱いその他契約に関する事務に

ついては、上天草市契約規則（平成１６年上天草市規則第３６号）を準用す

る。この場合において、本則中「市長」とあるのは「病院事業管理者」と、第

２３条の１中「令第１６７号の２第１項第１号に規定する普通地方公共団体

の規則で定める額」とあるのは「地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４

０３号）第２１条の１４第１項第１号に規定する額」と、第２３条の２中「令

１６７条の２第１項第３号及び第４号に規定する規則で定める手続」とある

のは「地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第３号で定める手続」と、

「収入役」とあるのは「企業出納員」とそれぞれ読み替えるものとする。 

（契約事務等の委任） 

第３条 契約事務等については、上天草市に委任することができる。 

附 則 

この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

   


